
みよし市民病院情報システム選定委員会設置要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、みよし市民病院情報システム更新の契約の相手方を選定するプロポ

ーザル審査を実施するにあたり、事業者の能力及び提案の評価を公正かつ客観的に行う

ために、みよし市民病院情報システム更新選定委員会（以下「選定委員会」という。）の

設置について、必要な事項を定める。  

 （所掌事務） 

第２条 選定委員会は、次に掲げる事務を行う 

（１）プロポーザル実施要領及び評価基準の確認に関すること  

（２）契約の相手方の選定に関すること 

（３）その他契約相手方の選定等に必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員１５人で組織する。 

（１）医師 

（２）看護師 

（３）放射線技師 

（４）理学療法士 

（５）検査技師 

（６）薬剤師 

（７）事務 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 選定委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員長は事業管理者を、副委員

長は院長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （守秘義務） 

第５条 第３条に定める委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その

職を退いた後も同様とする。 



 （会議） 

第６条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 選定委員会は、委員長及び委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開き、議決

することができない。 

３ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴く  

 ことができる。 

 （事務局） 

第７条 選定委員会の事務局は、みよし市民病院管理課に置く。 

 （雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

   附 則 

１ この要領は、令和５(2023)年４月３日から施行する。 

２ この要領は、みよし市民病院情報システム更新の契約が締結された日に、その効力を

失う。 

 


